
議案第23号

南風原町手数料徴収条例の一部を改正する条例

南風原町手数料徴収条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。

,/,、
令和3年6月8日提出

(提案理由)

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25

年法律第27号)の改正に伴い、南風原町手数料徴収条例(平成12年南風原町条例第2

号)を改正する必要があるため提案す乱

P、

南風原町長赤嶺正之



南風原町手数料徴収条例の一部を改正する条例

南風原町手数料徴収条例(平成12年南風原町条例第2号)の一部を次のように改正す

る。

別表中

( 8 )

付

0

住民票及び広域交付住民票の写しの交

(9)個人番号力ードの再交付

(10)'住民票に記載した事項に関する証明書

の交付

aD 印鑑登録証の交付

(12)印鑑登録証明書の交付

a3)身分証明書の交付

1通につき 300円。ただし、多機能

端末機による場合は、 200円とする。

0

Q4)住民基本台帳の閲覧

1件につき 800円

a5)戸籍の附票の写しの交付

1、件につき 300円

a6)臨時運行許可申請手数料

・道路運送車両法(昭和26年法律第185

号)第34条第2項(同法第2項において

準用する場合を含む。)の規定に基づく

自動車の臨時運行の許可の申請に対する

審査に係る臨時運行許可申請手数料

1件につき 400円

1件につき 300円。ただし、多機能

端末機による場合は、 200円とする。

1件につき 300円

1件につき 300円

0

1件につき 300円。ただし、多機能

端末機による場合は、 200円とする。

1両につき 750円

0

2



(17)租税公課に関する証明

(18)資産に関する証明

(19)住宅用家屋証明手数料

・租税特別措置法施行令(昭和32年政令第

43号)第41条各号又は第42条第1項に規

定する個人の新築又は取得をした家屋に

該当するものであることについての証明

の申請に対する審査

/入

1件(1枚)につき 300円。ただ

し、多機能端末機による場合は、200

円とする。 1枚増すごとに50円を加

算する。

(20)地籍図等の写しの交付

1件(1枚)につき 300円。

すごとに50円を加算する。

(2D 固定資産課税台帳の閲覧

/

(22)固定資産課税台帳に関する証明

1件につき 1,200円

(23)公簿又は図面の閲覧

(24)公簿公文書の写しの交付

(25)地縁による団体に関する証明

1枚増

(2の犬の登録

1枚につき 300円。ただし、航空写

真については、 500円とする。

(27)犬の狂犬病予防注射済票の交付

(28)犬の鑑札の再交付

1件につき 100円

1件につき 300円

1件につき 100円

1件につき 200円

1件につき 300円

1頭につき 3,000円

1頭につき 550円

1頭につき 1,600円

{
＼



(29)犬の狂犬病予防注射済票の再交付

(3の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する

法律第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票

の交付手数料又は更新手数料若しくは再交

付手数料(愛がん飼養を目的としたメジロ

に係るものに限る。)

(3D 農業関係に関する証明の交付

0

1頭につき 340円

(32)優良宅地造成認定申請手数料

1件につき 3,400円

(33)優良住宅新築認定申請手数料

.

1件(1枚)につき 300円

ただし、 1枚増すごとに50円を加算

する。なお、実地調査を要するもの

については、 1件300円を加算する。

(34)都市計画に関する証明の交付

1件につき 70,000円

(35)備付図面の謄本又はその原本の写し

新築住宅の床面積の合計が10om'以

下のときは5,200円、 10om2 を超え

50om2以下のときは7,200円、 50om

2 を超え2,ooom 2 以下のときは

10,000円、 2, ooom'を超え10, ooom

2以下のときは29,000円、 10,ooom.

を超え 50,ooo m '以下のときは

35,000円、 50,ooom 'を超えるとき

は47,000円

(3の前各号以外の証明

を

0

1件につき 300円

1枚につき 300円

1件につき 300円

0

4



( 8 )

付

住民票及び広域交付住民票の写しの交

(9)住民票に記載した事項に関する証明書

の交付

(1の印鑑登録証の交付

aD 印鑑登録証明書の交付

a2)身分証明書の交付

(13)住民基本台帳の閲覧

1通につき 300円。ただし、多機能

端末機による場合は、 200円とする。

a4)戸籍の附票の写しの交付

1件につき 300円

(15)臨時運行許可申請手数料

・道路運送車両法印召和26年法律第185

号)第34条第2項(同法第2項において

準用する場合を含む。)の規定に基づく

自動車の臨時運行の許可の申請に対する

審査に係る臨時運行許可申請手数料

C'

1件につき 400円

＼_ノ

1件につき 300円。ただし、多機能

端末機による場合は、 200円とする。

1件につき 300円

a6)租税公課に関する証明

1件につき 300円

1件につき 300円。ただし、多機能

端末機による場合は、200円とする。

a7)資産に関する証明

1両につき 750円

1件(1枚)につき 300円。ただ

し、多機能端末機による場合は、200

円とする。 1枚増すごとに50円を加

算する。

1件 a枚)につき 300円。

すごとに50円を加算する。

1枚増

入/



(18)住宅用家屋証明手数料

・租税特別措置法施行令(昭和32年政令第

43号)第41条各号又は第42条第1項に規

定する個人の新築又は取得をした家屋に

該当するものであることについての証明

の申請に対する審査

a9)地籍図等の写しの交付

0 (2の固定資産課税台帳の閲覧

(2D 固定資産課税台帳に関する証明

i

1件につき 1,200円

(22)公簿又は図面の閲覧

(23)公簿公文書の写しの交付

(24)地縁による団体に関する証明

(25)犬の登録

0

1枚につき 300円。ただし、航空写

真については、 500円とする。

(26)犬の狂犬病予防注射済票の交付

(27)犬の鑑札の再交付

1件につき 100円

(28)犬の狂犬病予防注射済票の再交付

1件につき 300円

(2の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する

法律第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票

の交付手数料又は更新手数料若しくは再交

付手数料(愛がん飼養を目的としたメジロ

に係るものに限る。)

1件につき 100円

1件につき 200円

1件につき 300円

1頭につき 3,000円

1頭につき 550円

0

1頭につき 1,600円

1頭につき 340円

1件につき 3,400円

0



.

,

(3の農業関係に関する証明の交付

(3D 優良宅地造成認定申請手数料

(32)・優良住宅新築認定申請手数料

n、

1件(1枚)につき 300円

ただし、 1枚増すごとに騎円を加算

する。なお、実地調査を要するもの

については、 1件300円を加算する。

(33)都市計画に関する証明の交付

1件につき 70,000円

(34)備付図面の謄本又はその原本の写し

新築住宅の床面積の合計が10om.以

下のときは5,200円、 10om'を超え

50om2以下のときは7,200円、 50om

'を超え2,ooom '以下のときは

10,000円、 2, ooom'を超え10, ooom

'以下のときは29,000円、 10,ooom2

を超え50,ooom '以下のときは

舗,000円、 50,ooom'を超えるとき

は47,000円

、、_,ノ

(35)前各号以外の証明

に改める。

附則

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

1件につき 300円

1枚につき 300円

1件につき 300円



別表(第2条関係)

(略)

(8)住民票及び広域交付住民

票の写しの交付

種別

^

改正後

'旦2 住民票に記載した事項に

関する証明書の交付

南風原町手数料徴収条例の一部を改正する条例(新旧対照表)

0

'1旦Σ印鑑登録証の交付

'1Ω印鑑登録証明書の交付

K旦Σ身分証明書の交付

1通につき 300円。ただ

し、多機能端末機による場

合は、 200円とする。

金額

'1り住民基本台帳の閲覧

'11)_戸籍の附票の写しの交付

1件につき

0

別表(第2条関係)

1件につき

1件につき 300円。ただ

し、多機能端末機による場

合は、 200円とする。

300円

(略)

(8)住民票及び広域交付住民

票の写しの交付

400円

1件につき

種別

1件につき

弓女 iE 月1」

( 9 )

1件につき 300円。ただ

し、多機能端末機による

'1旦Σ住民票に記載した事項に

関する証明書の交付

300円

個人番号力ードの再交付

300円

K旦Σ印鑑登録証の交付

'1旦Σ印鑑登録証明書の交付

0

1 通につき 300円。ただ

し、多機能端末機による場

合は、 200円とする。

金額

K旦と身分証明書の交付

'1金住民基本台帳の閲覧

1件につき

1/5

1件につき

800円

1件につき

1件につき 300円。ただ

し、多機能端末機による場

合は、 200円とする。

300円

400円

0

1件につき

1件につき

300円

300円

'



【亜Σ臨時運行許可申請手数料

・道路運送車両法(昭和26年

法律第185号)第34条第 2項

(同法第2項において準用

する場合を含む。)の規定

に基づく自動車の臨時運行

の許可の申請に対する審査

に係る臨時運行許可申請手

数料

改正後

C^

/(、
、、

'1旦Σ租税公課に関する証明

場合は、 200円とする。

1両につき

』1ZΣ.資産に関する証明

750円

旦里住宅用家屋証明手数料

・租税特別措置法施行令(昭

'亜Σ戸籍の附票の写しの交付

【ト、

ノ

1件(1枚)につき 300

円。ただし、多機能端末機

による場合は、 200円とす

る。 1枚増すごとに50円を

加算する。

'凶Σ臨時運行許可申請手数料

・道路運送車両法(昭和26年

法律第185号)第34条第2項

(同法第2項において準用

する場合を含む。)の規定

に基づく自動車の臨時運行

の許可の申請に対する審査

に係る臨時運行許可申請手
数料

1件(1枚)につき 300

円。 1枚増すごとに50円を

加算する。

己女]E 目【」

1件につき

1件につき 300円。ただ

し、多機能端末機による場

合は、 200円とする。

'旦Σ租税公課に関する証明

1,200円

如

1両につき

'1里資産に関する証明

750円

2/5

1件(1枚)にっき 300

円。ただし、多機能端末機

による場合は、 200円とす

る。 1枚増すごとに50円を

加算する。

1件(1枚)につき 300

円。 1枚増すごとに50円を

加算する。



和詑年政令第43号)第41条

各号又は第42条第 1項に規

定する個人の新築又は取得

をした家屋に該当するもの

であることについての証明

の申請に対する審査

'1吐地籍図等の写しの交付

改正後

C・・

'2Ω.Σ固定資産課税台帳の閲覧

K21Σ固定資産課税台帳に関す

る証明

K22.Σ公簿又は図面の閲覧

ξ2笠公簿公文書の写しの交付

K24.Σ地縁による団体に関する

証明

1枚につき 300円。ただ

し、航空写真については、

500円とする。

'2旦Σ犬の登録

.

1件につき

'胆Σ住宅用家屋証明手数料

・租税特別措置法施行令(昭

和32年政令第43号)第41条

各号又は第42条第 1項に規

定する個人の新築又は取得

をした家屋に該当するもの

であることについての証明

の申請に対する審査

今

1件につき

1件につき

100円

1件につき

300円

改正月1」

1件につき

'2ΩΣ地籍図等の写しの交付

100円

200円

1頭につき

1件につき

300円

K21Σ固定資産課税台帳の閲覧

豊2)..固定資産課税台帳に関す

る証明

3,000円

1,200円

ξ2旦Σ公簿又は図面の閲覧

0

ξ2金公簿公文書の写しの交付

ξ2旦地縁による団体に関する
証明

1枚につき 300円。ただ

し、航空写真については、

500円とする。

3/5

1件につき

1件につき

1件につき

100円

1件につき

300円

0

1件につき

100円

200円

300円

゛

言



ξ旦軌犬の狂犬病予防注射済票

の交付

'2Z)_犬の鑑札の再交付

K2旦Σ犬の狂犬病予防注射済票

の再交付

K2旦.Σ鳥獣の保護及び狩猟の適

正化に関する法律第19条の規

定に基づく鳥獣飼養登録票の

交付手数料又は更新手数料若

しくは再交付手数料(愛がん

飼養を目的としたメジロに係

るものに限る。)

改正後

1頭につき

'登ΩΣ農業関係に関する証明の

交付

1頭につき

550円

1頭につき

1件につき

1,600円

340円

K2旦Σ犬の登録

ーえ、

3,400円

.ノ

K望Σ犬の狂犬病予防注射済票

の交付

ノ

1件(1枚)につき 300

円

ただし、 1枚増すごとに50

円を加算する。なお、実地

調査を要するものについて

は、 1 件300円を加算す

る。

'箆Σ犬の鑑札の再交付

K29.Σ犬の狂犬病予防注射済票
の再交付

改正則

'旦吐鳥獣の保護及び狩猟の適

正化に関する法律第19条の規

定に基づく鳥獣飼養登録票の

交付手数料又は更新手数料若

しくは再交付手数料(愛がん

飼養を目的としたメジロに係

るものに限る。)

1頭につき

1頭につき

'豊1)_農業関係に関する証明の

交付

3,000円

1頭につき

E、

550円

1頭につき

1件につき

1,600円

340円

4/5

3,400円

1件(1枚)につき 300

円

ただし、 1枚増すごとに50

円を加算する。なお、実地

調査を要するものにっいて

は、 1 件300円を加算す

/
ー
＼

二



数料

旦2)..優良住宅新築認定申請手

数料

改正後

/'ー"、

＼_,,

'豊3)_都市計画に関する証明の

交付

新築住宅の床面積の合計が

10om '以下のときは5,200

円、 10oln 'を超え50om '

以下のときは7,200円、 500

m'を超え2,ooom'以下の

ときは 10,000円、 2, ooom

'を超え 10,ooom 2 以下の

ときは29,000円、 10, ooom

'を超え50,ooom 2 以下の

ときは35,000円、 50, ooom

2 を超えるときは47,000円

K墨Σ備付図面の謄本又はその

原本の写し

'旦赴前各号以外の証明

K聖Σ優良宅地造成認定申請手

数料

'鐙Σ優良住宅新築認定申請手

数料

1件につき

1枚につき

300円

改正月1」

1件につき

300円

1件につき

300円

'3旦Σ都市計画に関する証明の

交付

新築住宅の床面積の合計が

10om '以下のときは5,200
円、 10om 2 を超え 50om 2

以下のときは7,200円、 500

m'を超え2,ooom'以下の

ときは 10,000円、 2, ooom

2 を超え10,ooom .以下の

ときは29,000円、 10, ooom

2 を超え50,ooom .以下の

ときは35,000円、 50, ooom

2 を超えるときは47,000円

70,000円

』3旦Σ備付図面の謄本又はその

原本の写し

0

K3旦Σ前各号以外の証明

5/5

1件につき

1枚につき

0

300円

1件につき

300円

300円

゛

.

姦


